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（１）実施体制 

① 宮崎県商工会議所連合会が受託し、事業を実施した。  

② 宮崎県商工会議所連合会が単一の団体として受託し、下図１のとおり事業を実施した。 

③ 宮崎県商工会議所連合会は、宮崎県内の商工会議所、商工会等を協力機関とし、食事券発

行事業を実施した。食事券発行事業の計画を作成するに当たり、事業に参加する商工会議

所、商工会等が担う業務の範囲を明確に定めた。 

 

 

 

 

 

 

 

図１【事業スキーム】 

 

また、上図のとおり、ＪＴＢ宮崎支店と農業協同組合・エーコープみやざきに以下の業務を

再委託した。 

再委託先 ＪＴＢ宮崎支店 宮崎県信用農業協同組合連合会及び

１３組合※（以下：ＪＡバンク）、エ

ーコープみやざき 

再委託内容 ・専用ホームページ構築・運営

業務 

・加盟店登録管理業務 

・販売店対応業務 

・購入者予約管理業務 

・食事券販売業務 

※１３組合（宮崎中央農業協同組合、綾町農業協同組合、はまゆう農業協同組合、串間市大

束農業協同組合、都城農業協同組合、こばやし農業協同組合、えびの市農業協同組合、児

湯農業協同組合、西都農業協同組合、尾鈴農業協同組合、延岡農業協同組合、日向農業協

同組合、高千穂地区農業協同組合） 

 

 ④ 食事券発行事業の実施主体は宮崎県商工会議所連合会とし、県内全ての商工会議所・商工

会に対し、P2図２、３のとおり、令和２年９月 15日付で加盟店募集周知依頼をし、同年

10月 12 日にチラシ等（P3 図 4～5、P4図 6～7、P5図 8）を送付した。 

 

 

 

 

  

受託者：宮崎県商工会議所連合会 
(再委託先：ＪＴＢ宮崎支店、農業協同組合・エーコープ) 

商工会議所、商工会等 飲食店 消費者 

協力要請 

周知・ 
サポート 

登録 登録証等 

飲食サービス 

食事券 

食事券販売 予約・購入 換金 
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  図２【商工会議所への依頼文】 

   図３【商工会への依頼文】 
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 図４【加盟店募集チラシ 表】 

 図５【加盟店募集チラシ 裏】 
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    図６【同意書１】 

  図７【同意書２】 
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 図８【申込書兼誓約書】 

 

（２）食事券の発行、販売、回収  

 ① 食事券名称 

   ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンひなた食事券 

図９【食事券つづり表紙】 

図 10【食事券表面】 



6 
 

② 食事券の概要 

   ・1,000円券を紙媒体で発行 

・１セット１３枚綴り（13,000円分）を 1万円で販売 

   ・3,000円のプレミアム付き（国 2,500円に県が 500円を上乗せ） 

 

③ 事業実施期間 

  令和２年９月 11日（金）～令和３年 10月 29日（金） 

 

④ 販売期間 

令和２年 11 月２日（月）～令和３年１月 31日（日） 

 

 ⑤ 利用期間 

   令和２年 11月２日（月）～令和３年７月 31 日（土） 

 

 ⑥ 換金期間 

   令和２年 11月９日（月）～令和３年８月 31日（火） 

 

⑦ 販売実績 

販売額：1,339,810,000円（１万円×133,981セット） 

発行額：1,741,753,000円（13,000円×133,981セット） 

※販売した 133,981セットのうち 260セットは不正購入であることが判明したため、不正

利用防止の観点から買戻しをした（詳細は P41へ）。 

 

 ⑧ 換金実績 

   換金額：1,729,401,000円 

   換金率：99.3％（不正分を調整すると 99.5％） 

 ※1,729,401,000円のうち 16,260,000 円は飲食店が不正購入し、自ら換金をした分である

ことが判明したため、不正に得たプレミアム分の返還をもとめた（詳細は P41～42へ）。 
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図 11【特設 Webページ】 

 

 
           図 12【宮崎県商工会議所連合会ホームページ】 
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図 13【販売開始時の TVCM（民放２局：UMKテレビ宮崎,MRT宮崎放送）】  

  

図 14【販売開始時の新聞広告(2020/10/29)：宮崎日日新聞、朝日新聞、

毎日新聞、読売新聞、夕刊デイリー】 
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図 15【期限延長新聞広告(2021/1/26) ：宮崎日日新聞、朝日新聞、

毎日新聞、読売新聞、夕刊デイリー】 

 

 

図 16【期限延長 TVCM（民放２局：UMKテレビ宮崎,MRT宮崎放送）】   
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図 17【期限再延長新聞広告(2021/5/28) ：宮崎日日新聞、朝日新聞、

毎日新聞、読売新聞、夕刊デイリー】 

 

 

        図 18【期限再延長 TVCM（民放２局：UMKテレビ宮崎,MRT 宮崎放送）】   
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図 19【期限前の新聞広告(2021/7/23) ：宮崎日日新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、

夕刊デイリー】 

 

 

       図 20【期限前の TVCM（民放２局：UMKテレビ宮崎,MRT宮崎放送）】   
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④ 加盟飲食店におけるテイクアウト及びデリバリーでの食事券利用は可能とし、テイクアウ

ト及びデリバリーの可否はホームページ上で確認ができるようにした。 

  

図 21【加盟店舗一覧（Webページ）検索結果画面】 

 
図 22【加盟店舗一覧（Webページ）デリバリー・テイクアウト可否確認画面】 

  

←デリバリー・テイクアウト可否 
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⑤ 食事券には、Go To Eat キャンペーンにより発行されたものであることを明記し、有効期

限、つり銭が出ない旨を表面に見やすく明記した。また、蛍光発色インキ、コピーガード

印刷、ナンバリング印刷をすることで、偽造防止対策を講じた。さらに、食事券の印刷終

了後に印刷業者工場にて「版」処理の立ち合いをおこなった。版は複数あり、その全てを

折り曲げ、再使用できないことを確認した。 

 

 

 

図 23【食事券を複写し、スキャンした画像：コピーガード、ナンバリング位置】 

 

 

図 24【食事券見本を写真撮影した画像：赤点線枠の 3か所に蛍光発色インキを使用】 

 

赤点線枠内にナンバリング【0000001～2080000】 

青点線枠内全体に「コピー」という文字がでるようなコピー防止処理 
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 図 25【食事券の印刷版処理の様子：折曲げ中】 

 図 26【食事券の印刷版処理の様子：折曲げ後】 

 

 ⑦ 飲食店で使用された食事券を換金金融機関（ＪＡバンク）で回収し、所定の手続きを経

て、現金で換金をする。各ＪＡバンクが、飲食店が申請する換金枚数を確認し、飲食店ご

とに枚数を集計した。集計に当たっては、各ＪＡバンクで集計した情報を、ＪＡバンク運

営組織（ＪＡ宮崎中央、ＪＡ都城等）でとりまとめ、さらに上部組織（ＪＡ宮崎信連）で

とりまとめたものを事務局へ毎月報告をする流れ（下図 27）で進めた。 

   

図 27【食事券回収・換金スキーム】 
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宮崎県商工会議所連合会では、下図 28、29の情報をもとに実績確認監査等事業者

（EY）への実績報告（図 30）を作成する。その際、EYへの提出前に図 30のデータを無作

為に抽出し、図 31の証憑と見比べ枚数の確認を行った。そうしたことで、回収枚数と換

金額のズレは一枚も生じなかった。  

 

        
図 28【JAバンクによる回収・換金実績報告】     図 29【加盟店マスタ】 

 

 

   

図 30【毎月 EYへ報告する飲食店別食事券回収情報】 

↓回収実績（加盟飲食店登録番号） 

図 28 と図 29 の情報より、飲食店別食事券回収情報を作成 

↓加盟飲食店情報（店名、登録番号） 
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  図 31【ＪＡバンクが換金時に回収する証憑】 

 

 ⑧ 食事券発行の概要は、Web サイトにおいて、消費者に分かりやすく周知するとともに、給

付金給付規程も併せて掲載した。 

←換金をした飲食店より受領サインをいただく 

↓飲食店が記入した使用済食事券枚数 
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  図 32【消費者向け特設 Webサイト：食事券の概要、給付金給付規程】 

 

 

↑ 給付金給付規程掲載箇所 
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図 33【宮崎県商工会議所連合会 Webページ①：食事券の概要】 

 

 

図 34【宮崎県商工会議所連合会 Webページ②：給付金給付規程】 

     

 

← 給付金給付規程掲載箇所 
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（３）食事券の使用、回収後の飲食店への代金の支払い  

① 本事業により発行、販売した食事券を、登録した飲食店に来店した消費者が使用した場

合、食事券使用分の飲食代金を、飲食店に現金にて支払った。 

 

 

 

 

 

図 35【食事券の回収・換金スキーム】 

    

② 食事券使用分の飲食代金の支払いは登録した飲食店に対し、都度実施した。なお、換金ス

ケジュールは飲食店への資金繰りを悪化させないため、回数制限や換金日等の制約を設け

ず都度換金した。ただ、下図 36 のとおり令和３年１月 29日（金）は換金不可日とした。 

 

  図 36【偽造防止処理を施した登録証：換金不可日等の注意点を記載】  

 

 

 

 

飲食店 
ＪＡバンク 

（宮崎県商工会議所 

連合会の口座） 

(1)食事券、請求書提出、登録証提示 

(3)領収書（受取のサイン） 

(2)枚数等確認後に現金で換金 

青点線枠内全体に「コピー」と

いう文字がでるようなコピー

防止処理 

赤点線枠の緑色「文字」、「四角

枠」に蛍光発色インキを使用 
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      図 37【複写式の換金請求書（左側）、換金請求書兼領収書（右側】 

 

③ 上記の飲食代金の支払い方法については、飲食店にマニュアル（図 39）を送付し、分か

りやすく周知した。なお、換金時に必要となる書類「加盟店舗登録証」、「換金請求書」は

マニュアル送付時に同封した。なお、登録証は食事券と同様の偽造防止処理を施した。ま

た、飲食店による換金漏れを防ぐため、最終換金日の約 2週間前に文書（図 40）で通知

をした。 

 

＜登録までの流れ＞ 

ⅰ、登録申請 

飲食店が必要書類（図６～８）を提出（WEB、メール、ＦＡＸ）。 

ⅱ、登録審査 

再委託先のＪＴＢ宮崎支店が提出書類を確認し、飲食店営業許可番号の不備等ない

か審査をおこなった。 

図 38【加盟店登録申請書誓約書②】 

図 35 のスキーム(3) ↓ 
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ⅲ、登録完了 

再委託先のＪＴＢ宮崎支店が登録キット（Ｐ33（７）②参照）を送付し、特設Ｗｅ

ｂサイトの加盟店舗一覧に掲載をした。 

 

 ＜登録要件＞ 

  ・P3図５のチラシに記載の以下１）～５）のとおり。 

１）感染防止対策ガイドラインを遵守する飲食店であること 

２）食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」または「喫茶店営業許可」を受けている

飲食店であること 

３）宮崎県内に店舗がある飲食店 

４）風俗営業法第２条第４項に規定される接待飲食等営業を営む飲食店でないこと 

５）その他、加盟店舗登録申込書に記載されている誓約事項及び加盟店舗募集要項に

規定する内容を遵守すること 

  

  

図 39【登録した飲食店に配布した加盟店舗マニュアル】 
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    図 40【最終換金日の通知文】 

 

（４）実績確認監査等事業者への報告  

   ① 宮崎県商工会議所連合会は、キャンペーン期間中、食事券販売・使用の実績を、毎月、別

途定める様式（図 40）により、エクセルファイルで実績確認監査等事業者へ報告した。 

 

 

 

 

 

図 41【報告体制】 

 

 

  ② 宮崎県商工会議所連合会は、キャンペーン期間中、飲食店への代金支払の実績を取りまと

めた書類と、それらの根拠となる証拠書類を、毎月、別途定める様式により、エクセルフ

ァイルや PDF ファイルで実績確認監査等事業者へ報告した。 

 

 ③ 宮崎県商工会議所連合会は、毎月の報告やキャンペーン終了後の報告が円滑に行われるよ

う、事業開始に当たり、事前テスト報告に協力し、実績確認監査等事業者の指定する方法

により、令和２年９月 25日にエクセルファイル『実績報告テストデータ』の提出を行っ

た。また、提出データの正確性に責任を負うため、実績報告のデータ提出に当たっては、

複数の者によるダブルチェックを行った。 

実績確認監査等事業者（ＥＹ） 

宮崎県商工会議所連合会 ＪＡバンク JTB 宮崎支店 
加盟店情報 回収・換金情報 

毎月報告 
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図 42【テスト提出のメール報告】 

 

 

        図 43【テスト提出完了画面】 
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図 44【実績報告のダブルチェック①：飲食店別食事券回収情報】  

    

 図 45【実績報告のダブルチェック②：代金支払情報】 
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 ④ 宮崎県商工会議所連合会は、実績確認監査等事業者が行う不正防止のためのヒアリング、

監査、抜き打ち検査などに以下のとおり協力した。 

  ・訪問対応：令和２年 12月４日 

  ・メール対応：給付要件を満たさないと判断された事案の対応状況についてメール回答。 

         令和３年２月 26 日対応済（２月 15日付け依頼分） 

         令和３年６月 25 日対応済（６月 11日付け依頼分） 

         令和３年９月９日対応済（８月 27日付け依頼分） 

  図 46【訪問協力状況（R2.12.4）】  

 

図 47【メール対応（R3.2.15依頼分）】 
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 ⑤ 実績確認監査等事業者との連絡窓口は専任部署を設けず、担当の首藤が上記①～④の調整

をおこなった。  

 

（５）相談窓口・申請案内等事業者との連携  

 ① 相談窓口・申請案内等事業者が、事業の基本的内容を、消費者と飲食店に説明するために

必要となる情報の提供に協力した。 

  
図 48【相談窓口・申請案内等事業者へ提供したメール本文・絵柄データ（R3.10.9）】 

 

 ② 博報堂が、食事券発行事業者と連携した広報を実施することに協力した（下図 49のとお

り）。 

 

 ③ 相談窓口・申請案内等事業者との連絡窓口は専任部署を設けず、担当の首藤が上記①～②

の調整を行った。   

 

（６）飲食店の新規加盟促進  

 ① 宮崎県商工会議所連合会は、キャンペーン期間中に本事業への参加を希望する飲食店を、

P27 図 50～51、P28図 52～53のとおり、広く募った。最大の加盟店舗数は 2,208店舗で

あった。 

   

図 49【宮崎県商工会議所連合会ホームページ】  
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 図 50【募集チラシ（表面）とチラシ送付先一覧】 

 

図 51【募集チラシ（裏面）】 

チラシ送付先一覧（一部持参）

宮崎商工会議所

都城商工会議所

延岡商工会議所

日南商工会議所

小林商工会議所

日向商工会議所

串間商工会議所

西都商工会議所

高鍋商工会議所

商工会連合会および35商工会

えびの市役所

中小企業団体中央会

飲食業生活衛生同業組合

すし商生活衛生同業組合
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図 52【加盟店募集 TVCM（民放２局：UMKテレビ宮崎,MRT 宮崎放送）】  

 

 

 

図 53【加盟店募集新聞広告：宮崎日日新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、夕刊デイ

リー】  
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 ② 宮崎県商工会議所連合会はキャンペーン登録に係る基本手数料（固定費）は無料であるこ

とが分かるよう P27図 50，P28図 52～53のとおり明示した。  

     

     図 54【宮崎県商工会議所連合会ホームページにて登録料無料である旨の表示】 

 

（７）消費者の利用促進  

① 発行、販売した食事券の利用を促進するために、P30図 55～56、P31図 57～58のとおり

Web ページ上に食事券の購入方法、利用方法、利用できる飲食店等を掲載した。また、食

事券の販売時に、食事券の利用方法、利用できる飲食店等の情報を調べる方法が分かりや

すく伝わるよう P32図 59～60のとおり加盟店一覧のチラシを配布した。 
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図 55【特設 Web サイト】 

 

 

 図 56【宮崎県商工会議所連合会ホームページ】 

←購入方法 

←購入方法 
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図 57【特設 Webサイト使い方・予約方法】 

 

  図 58【特設 Web サイトの加盟店一覧】 

クリックすると予約の詳細

ページ（PDF）へ遷移 

↓店舗名や市町村で利用できる加盟店検索が可能 
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図 59【食事券販売時に配布した飲食店一覧チラシ（表面）】 

 

図 60【食事券販売時に配布した飲食店一覧チラシ（裏面）】 

  

特設 Web サイトへ遷移↑ 

←使用期限を明記 
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② 本事業による食事券を利用できる飲食店において、A４ ポスターやステッカーを店頭やレ

ジ回りに掲示することにより、消費者がすぐに分かるよう工夫した。なお、ポスターやス

テッカーは加盟店登録時にキットを郵送した。 

   ＜キットの内訳＞ 

    ・Ａ４ポスター【下図 61左側参照】 

    ・ステッカー【下図 61 右側参照】 

    ・加盟店登録証【P19図 36参照】 

    ・加盟店マニュアル【P21図 39参照】 

    ・換金請求書【P20 図 37 参照】 

    ・食事券見本【P13図 24 参照】 

   

図 61【ポスター・ステッカー】 

 
     図 62【期限延長後のポスター・ステッカー】 



34 
 

③ TVCM や新聞広告、地域の広報誌など（下表）により、食事券の周知を図った。  

 日付・時期 媒体 内容 

ア 令和２年 10 月 23日 プレスリリース（県政記者室） 予約販売開始のお知ら

せ 

イ 令和２年 10 月 26日

～令和２年 10月 30

日 

TVCM広告 

（UMKテレビ宮崎,MRT 宮崎放送） 

予約販売開始のお知ら

せ等 

ウ 令和２年 10 月 29日 新聞広告 

（宮崎日日新聞、朝日新聞、読売

新聞、毎日新聞、夕刊デイリー） 

予約販売開始のお知ら

せ 

エ 令和２年 10 月 ケーブルテレビ 

（日向市政番組） 

ひなた食事券の概要説

明 

オ 令和２年 10 月・11月 回覧板 

（椎葉・西米良村、高千穂・日之

影・美郷町、小林市） 

ひなた食事券の概要説

明 

カ 令和２年 11 月 広報誌 

（宮崎・延岡商工会議所） 

ひなた食事券の概要説

明、加盟店募集等 

キ 令和３年１月 19 日 プレスリリース（県政記者室） 使用期限延長のお知ら

せ 

ク 令和３年１月 26 日 新聞広告 

（宮崎日日新聞、朝日新聞、読売

新聞、毎日新聞、夕刊デイリー） 

使用期限延長のお知ら

せ 

ケ 令和３年１月 28 日～ 

令和３年２月 28 日 

TVCM広告 

（UMKテレビ宮崎,MRT 宮崎放送） 

使用期限延長のお知ら

せ 

コ 令和３年２月 14 日 県政けいじばん 使用期限延長のお知ら

せ 

サ 令和３年５月 16 日～ 

令和３年５月 31 日 

TVCM広告 

（UMKテレビ宮崎,MRT 宮崎放送） 

使用期限再延長のお知

らせ 

シ 令和３年５月 20 日 プレスリリース（県政記者室） 使用期限再延長のお知

らせ 

ス 令和３年５月 28 日 新聞広告 

（宮崎日日新聞、朝日新聞、読売

新聞、毎日新聞、夕刊デイリー） 

使用期限再延長のお知

らせ 

セ 令和３年７月 16 日～ 

令和３年７月 31 日 

TVCM広告 

（UMKテレビ宮崎,MRT 宮崎放送） 

使用期間終了のお知ら

せ 

ソ 令和３年７月 23 日 新聞広告 

（宮崎日日新聞、朝日新聞、読売

新聞、毎日新聞、夕刊デイリー） 

使用期間終了のお知ら

せ 
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図 63【（７）③表のア】 

  
 図 64【（７）③表のイ】  
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            図 65【（７）③表のウ】 

    

図 66【（７）③表のオ】 
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図 67【（７）③表のキ】  

 

 

 図 68【（７）③表のク】 
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図 69【（７）③表のケ】 

 

   

 図 70【（７）③表のサ】 
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 図 71【（７）③表のシ】 

     

図 72【（７）③表のス】  
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図 73【（７）③表のセ】 

 

   

      図 74【（７）③表のソ】 
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（８）不正防止対策  

① 飲食店による自己取引、架空取引、虚偽報告に対する対策は登録時に同意書・誓約書を提

出いただくことで、対策を講じたものの、次の②のとおり不正事案が発生してしまった。 

 
図 75【参加飲食店同意書（P4図７の一部拡大）】 

 

図 76【加盟店舗登録申込書兼誓約書（P5図８の一部拡大）】 

 

② 飲食店による不正が発覚した場合、委託者へ以下の日時に顛末を報告し、適切に対応し

た。なお、１例目、2例目に関しては事案認知後速やかに第一報をした。 

 ＜１例目＞令和３年３月３日 13：12にメール送信（第一報：令和３年 12月 28日） 

      ・飲食店の代表者が自ら大量購入した食事券を換金し、不正にプレミアム分

1,386,000円を得ていた事を判明し、返金を求めた。また、飲食店代表者の

手元に残っていた未使用食事券 259セットは不正防止の観点から買戻した。 

      ・予約管理をしているＪＴＢ宮崎支店から同姓同名での予約が複数あることの

報告があり、本事案が発覚した。 

＜２例目＞令和３年４月５日 16：24にメール送信（第一報：令和３年１月 22日） 

     ・飲食店の当該事業担当者が大量購入した食事券を換金し、不正にプレミアム

分 840,000円を得ていた事を判明し、返金を求めた。 

     ・予約管理をしているＪＴＢ宮崎支店から同姓同名での予約が複数あることの

報告があり、本事案が発覚した。 
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＜３例目＞令和３年４月５日 16：24にメール送信 

・飲食店の役員が大量購入した食事券を換金し、不正にプレミアム分

2,244,000円を得ていた事を確認し、返金を求めた。 

     ・「事業規模の割に換金額が妙に多い店舗」を抽出し、JTB宮崎支店に対し、食

事券予約管理状況を判明させ、大量購入事案が発覚した。 

 

＜４例目＞令和３年３月 25日 19：23にメール送信 

・飲食店の代表者が大量購入した食事券を換金し、不正にプレミアム分

408,000 円を得ていた事を確認し、返金を求めた。 

     ・「事業規模の割に換金額が妙に多い店舗」を抽出し、JTB宮崎支店に対し、食

事券予約管理状況を判明させ、大量購入事案が発覚した。 

 

③ 飲食店による加盟店要件の偽装、実態のない店舗の加盟に対する対策は、P41図 75、76

のとおり、登録時に誓約書・同意書を提出いただくことで、対策を講じた。また、登録手

続き時も飲食店営業許可番号の記載（P20図 38参照）を求める等の対策を講じた。 

 

④ 飲食店が使用済みの食事券を無効処理しないことによる不正に対する対策を P41図 76の

とおり、登録時に誓約いただくことで対策を講じた。 

 

⑤ 消費者による買占め・転売、偽造など、消費者が行う不正に対する対策を次のとおり講じ

た。なお、不定期にフリマアプリやオークションサイトを巡回し、転売されていないか確

認をした。 

   ＜買占め・転売＞ 

・P7図 11～12，P8図 13～14のとおり、一人２セットまでと設定した。 

・消費者が食事券を購入予約する際、P43図 77のとおり注意点（購入上限）を確認

いただくことを必須とすることで、対策を講じた。 

＜偽造＞ 

・P13図 23～24のとおり、食事券に偽造防止処理をおこなった。 
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図 77【購入予約時の注意点等確認画面】 

 

⑤ 宮崎県商工会議所連合会内部において発生し得る不正を防止するため、これに対する対策

を次のとおり講じた。 

  ・受発注は宮崎県商工会議所連合会内担当者が起案し、組織で決裁後に事業を進めた。 

  ・支払業務は当該事業担当者以外の宮崎県商工会議所連合会職員が支出伺いをたて、組

織で決裁後に振込を行った。 

  ・不正大量購入事案で、買い戻した未使用食事券は宮崎県商工会議所連合会内で鍵のか

かるキャビネットで保管した。 

・売れ残った未販売食事券は警備業者の倉庫で廃棄処分をするまで保管をした。 

・買戻した未使用食事券および未販売食事券は令和３年５月 18日に下図 79のとおり専

門業者で機密文書処理を行った。なお、処理作業中は担当職員２名が窓ガラス越しで

立ち会い、全食事券が大型シュレッダーで裁断されるのを確認した。 

     

   図 78【キャビネット保管の様子】   図 79【機密文書処理の様子】 

 

←購入上限 
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（９）問合せ対応  

 キャンペーン期間中に、本事業のうち受託部分に係る消費者及び飲食店からの問合せに

以下のとおり対応した。 

＜消費者向け＞ 

 購入者向けコールセンター 

（再委託先） 

特設電話窓口 

（宮崎県商工会議所連合会） 

設置期間 令和２年 10 月 26日～ 

令和３年１月 31日 

令和２年 10月 26日～ 

令和３年 10月 29日 

受付時間 9：30～17：30 

年末年始(12/28～1/3)を除く 

8：45～17：30 

土日祝日、年末年始を除く 

その他 91日間の総入電数：87,268件 入電数の集計はしていない。 

 

＜飲食店向け＞ 

 加盟店向けコールセンター 

（再委託先） 

特設電話窓口 

（宮崎県商工会議所連合会） 

設置期間 令和２年 10 月 13日～ 

令和３年８月 31日 

令和２年 10月 26日～令和３年 10

月 29日 

受付時間 9：30～17：30 

年末年始を除く 

8：45～17：30 

土日祝日、年末年始を除く 

その他 入電数の集計はしていない。 入電数の集計はしていない。 
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（10）事業の実施経過（成果） 

宮崎県内において、プレミアム付食事券を発行することで、新型コロナウイルス

感染症の拡大による観光需要の低迷や、外出の自粛等により甚大な影響を受けてい

る飲食産業の支援を行うことができた。 

「Go To Eatキャンペーンひなた食事券」は 30％（国：25％、県：5％）のプレ

ミアムが付いた食事券を 16万セット準備し、83.7％（133,981セット）を販売、

そのうち 99％以上が飲食店で使用され、17.4億円程度の消費喚起につながった。 

飲食店からは「食事券をきっかけに客足が戻ってきた」、「支援金や協力金も有難

いが、お客様が来店してくれる支援がありがたい」などの声が寄せられた。 

また、消費者からは「２セットだけでなく、もっと買いたい」、「再販売はしない

のか」という好評の声があった一方で、「コロナ禍で使いづらい」、「利用人数制限

の要請で、利用できないため返品したい。」といった意見も寄せられた。多くの都

道府県では「購入上限は１回２セットまで」という制限にしていたが、宮崎県では

販売期間を通し「購入上限一人２セットまで」と制限を厳しくした。それにより、

消費者から緩和を求める声が多数寄せられたが、不正利用防止や県民に広く購入い

ただく観点から、制限の緩和はしなかった。 

しかし、不正利用の対策を可能な範囲で講じたが、結果として飲食店による不正

事案が４件発生したことは非常に残念である。全国的にも不正利用等があったと思

われるが、多くの飲食店が当該事業で救われたことは確かであるため、今後このよ

うな支援策がなくならないことを強く望む。 

そして、販売をした食事券のうち１％弱が未使用または未換金であったため、余

剰金（6,901,538円）が発生した。その余剰金の取扱いについては、国・県と協議

をした上で、本県の飲食店をはじめとする商工業の改善発達、活力ある地域づくり

の推進等で活用する。 
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